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下野市立南河内第二中学校いじめ防止基本方針

下野市立南河内第二中学校

令和３年４月１日改定

１ 基本的ないじめ防止対策の考え方

〇本校のいじめに対する基本認識

いじめ問題への対応は学校における最重要課題の一つである。いじめにより、子ど

もの生命や心身に重大な危険が生じ、その問題の解決には、正確さ、迅速さとともに、

いじめられた子どもの心に寄り添った指導を行う必要がある。どの子どもも被害者に

も加害者にもなりうるという事実を踏まえ、生徒の尊厳を守り、生徒をいじめに向か

わせないため、いじめの未然防止に全教職員で取り組んでいく。

・いじめはどの学校・どの学級・どの子どもにも起こりうる。

・いじめは人権侵害であり、決して許されない行為である。

・いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰にも抵触する問題である。

・いじめは大人が気がつきにくいところで行われることが多く、見つけにくい。

・いじめは学校、家庭、地域社会それぞれが役割を果たし、一体となって取り組むべ

き問題である。

〇未然防止についての対策の基本となる事項

学校はいじめの早期発見に努めるとともに、発見・通報を受けた場合は、学校いじ

め防止等対策会議（いじめの防止等の対策のための校内組織）で直ちに情報を共有す

る。その後は、当該組織での検討をもとに、関係する教員が速やかに関係生徒から事

情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。確認の結果は被害・加害

生徒の保護者に連絡し、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるとき

は、いじめられている生徒を徹底して守り通すという観点から、関係機関とも連携を

図り適切かつ迅速に対処する。

２ いじめの定義（いじめ防止対策推進法第２条第１項より）

「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している

等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を

与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為

の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。
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３ 学校におけるいじめ防止等の対策の組織

学校いじめ防止等対策会議 連絡

校長 教頭 教務主任 生徒指導主事 ⇔ 市教育委員会

各学年生徒指導係 教育相談係 養護教諭 相談 警察署等外部機関

必要に応じて

各学年主任 スクールカウンセラー

特別支援教育コーディネーター 担任

教科担任 保護者代表（ＰＴＡ会長）

地域住民代表（地区主任児童委員）

〇学校いじめ防止等対策会議の役割

・いじめの防止と、いじめを許さない環境づくり（対応策を検討）

・いじめの早期発見に関すること（アンケート調査・教育相談等）

・正確な事実の収集（調査・聞き取り・記録・共有等）

・いじめに係る情報があった時の、情報の共有と対応策の検討

・いじめを受けた被害生徒、保護者への報告と支援

・いじめを行った生徒への指導、保護者への説明と協力依頼

・必要に応じて外部関係機関との連携を担う

・指導後の経過の観察と対応

・学年、学級など集団への指導

・いじめの防止等に係る校内研修の企画と計画的な実施

○開催は週１回を定例会とし、いじめ事案発生時は臨時に招集する。

４ いじめの未然防止等に関する取り組み

〇いじめを生まない土壌づくり

いじめの早期発見のため、多様な情報の収集に取り組むことは大切だが、それ以前

に、全生徒が安心して生活できる雰囲気を醸成し、いじめを生まない土壌、いじめを

ゆるさない雰囲気を作ることが大切である。全職員がこのことを共通理解し、学級経

営、学年経営、教科経営、部活動経営を行う。

①日常のふれあいと人間関係の把握

全教職員が授業、休み時間、特別活動、部活動などそれぞれの機会に日常的にふれ

あい、会話を通して生徒との関係を深め、生徒間の人間関係の把握にも努める。また、

担任は「生活ノート」「Ｑ－Ｕ」「教育相談」「いじめアンケート（心のアンケート）」

等から教師と生徒の信頼関係を深め、生徒間の人間関係についても把握していく。

②生徒間の良好な人間関係の構築

生徒にとって、日々共に生活する生徒との関係の在り方が、学校生活に大きく影響

する。お互いに個性を尊重し合い、思いやりの気持ちをもって接していくことで、一

人ひとりが自分らしく生活できる学校となる。教職員はグループエンカウンター等を
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取り入れながら、生徒同士の良好な人間関係作りに努める。

③道徳教育の充実

自他を尊重する態度や規範意識の涵養を促進し、行動実践に結びつけられるよう、

全教育活動で道徳教育を推進する。道徳主任（道徳教育推進教師）、各学年道徳係を

中心に、道徳教育が各学年で適切に推進されるよう計画の修正や追加を行う。

④人権教育の充実

人権の尊重される学校・学級で生活することで、正しい人権感覚を身につけること

ができる。全職員で、生徒相互また生徒と教職員のふれあいを重視し、お互いに尊重

しあえる思いやりのある学校・学級作りに努める。

⑤生徒会活動の活性化

下野市子ども未来プロジェクトの趣旨を理解させ、「支え合い・わかりあい・心の

輪を広げよう」のスローガンを軸に、生徒会主催の活動を企画する。生徒会本部の活

動、各専門委員会、愛校当番の活動を活性化する。生徒会担当、特別活動担当を中心

に生徒の意見を吸い上げ、活動の機会を確保する。

⑥わかる授業の推進

わかる授業づくりのために、学習指導主任を中心に教科部会を活用し、指導方法の

振り返りや、教材研究、授業改善を行う。生徒に学習での達成感、充実感をもたせる

ことができるよう、話合い活動等の生徒の活動を活性化させる。

⑦インターネット等におけるいじめの防止

インターネット、携帯電話、スマートフォン等の使用について、学級活動、学年集

会、全校集会で講話等を実施する。個人情報の漏洩や誹謗中傷の書き込みがないよう

に、情報モラル教育や指導を継続する。また、保護者に対しても啓発を行う。

５ いじめの早期発見のための取り組み

〇学年経営・学級経営を中心に、すべての教育活動の中で生徒の変化を察知していく。

すべての教員が、生徒の様子を見守り、日常的な観察を丁寧に行うことで生徒の小

さな変化を見逃さない鋭い感覚を身に付けていくことが必要である。そのために以下

の点を実行する。

①生徒と接する時間の確保

・朝の打ち合わせ後、すぐに学級に行き、生徒だけで過ごす時間を作らない。

・昼休みの巡回当番を決め、生徒の様子を観察し、必要に応じて指導、報告する。

②生徒の観察の徹底

・朝の読書の時間は、主任、副担任により、靴箱、自転車置き場の巡回を行う。通学

靴の汚れや自転車の置き方なども確認する。生徒の欠席も把握する。

・朝の健康観察で目視だけでなく、必ず返答させて生徒の健康の様子以外にも態度や

顔色、服装の変化等も注意してみる。

・授業開始時には、必ず出席簿に記入し生徒の所在を確認する。生徒の所在がわから

ないときには職員室に連絡し、所在不明のままにしない。

・部活動開始時にも出席の確認を行い、練習への取り組み状況を確認する。

・下校指導を部活動顧問で行い、生徒への声かけと部活動後の様子を観察する。
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③学級担任、教科担任、部活動顧問との連絡、情報交換

・提出物等の取り組み状況、学習意欲や成績の急激な低下、部活動の練習の欠席の増

加等を連絡しあい、学年会、生徒指導部会、教育相談部会で情報交換していく。

④学用品の忘れもの、紛失、落書き等の確認

・学習用具、準備物の忘れが続いたり、紛失があったときに状況を確認する。

・紛失があった場合はいたずら、盗難の可能性もあるため、情報を共有、蓄積する。

・生徒の持ち物、掲示物、集合写真等に落書きや画鋲のあとがないか確認する。

⑤休み時間の過ごし方等交友関係の把握

・休み時間、昼休みを中心に生徒の交友関係の変化、グループの固定、孤立等を確認する。

⑥生活ノートへの記載状況の確認

・生活ノートは生徒の気持ちの変化が読み取りやすい。教師との信頼関係が深まると

サインを送ってくることもある。提出の減少や内容の変化に常に気を配る。

⑦「いじめアンケート（心のアンケート）」の実施

・定期的にいじめアンケート（心のアンケート）を実施し、生徒からの情報を収集す

る。重大な事案の情報を得やすくするためにも、アンケートは無記名制（希望があ

れば記入してもよい）とする。

〇情報を共有し、生徒指導部会、学校いじめ防止等対策会議を中心に全職員で対応する。

①いじめと思われる状況を発見したときには、学級担任だけで抱え込むことなく、学

校長以下すべての教員で対応を協議し、的確な役割分担をしていじめ問題の解決に

あたる。

②情報収集を厳密に行い、それを教職員全員で共有し、事実確認を行う。その上で、

いじめられている生徒の身の安全を最優先に考え、いじめている側の生徒に対して

は毅然とした態度で指導にあたる。

③学校内だけで解決しようとせず、必要に応じて各種団体や専門家と協力して解決に

あたる。

④いじめられている生徒に対する相談、心のケアとして、養護教諭、教育相談担当教

諭、スクールカウンセラーと連絡を取りながら指導を行う。

〇予防、早期発見の視点から、保護者と連携して情報提供や啓蒙を行う。

①校長室通信、学年便り、学級通信、相談室便り等での情報提供、協力依頼をする。

②出欠、遅刻、早退の連絡を取り合う中から、生徒の変化を見つけ、必要に応じて保

護者との面談を行う。

③保護者からの直接の訴えや匿名の電話、手紙などから問題を見つけ、直ちに事実の

確認を行い、指導にあたる。

〇地域との積極的な交流の中から情報を得る。

①ＰＴＡ本部役員、ＰＴＡ各部、学年、学級委員等の集まりから情報を吸い上げ、い

じめや問題行動の早期発見に努める。

②警察署・ 園交番、学警連会議、他校教諭・生徒指導主事、公民館等と連携して情

報収集を行う。
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６ いじめ問題の対応・解決のための取り組み

○いじめ等の相談を受けた場合や、いじめと思われる事例を発見したの対処

①事実確認を正確かつ迅速、組織的に行う。

②いじめがあった場合は被害生徒（家族）の心身の立ち直りを第一に考え、被害生徒

（家族）の希望を尊重する。被害生徒が安心して登校し、学習に励めるように当該

保護者と連携し、別室登校や家庭学習なども想定する。

③加害生徒への直接の指導は、担任や学年主任等が行う。指導は広く目配りし、深く

掘り下げて行う。保護者が係わるときは状況によって校長・教頭も立ち会い、本人

の今後の生活や本人を守るために指導を行うことを伝える。また再発や潜行の可能

性を考え徹底した指導を行い、卒業まで継続的に見守る。

④事実確認に基づき、いじめの解消及び再発防止を図るために、被害生徒・保護者に

対する支援並びに、加害生徒への指導及び当該保護者への助言等を継続的に行う。

⑤扇動的・傍観的状況にあった生徒への適切な指導及びカウンセラーの活用等により

すべての生徒の心のケアを図る。

⑥いじめ事案についての関係者間の係争を防ぐために、当該事案に係わる情報を一元

化して関係保護者と共有し、円滑な解決並びに再発防止に努める。

⑦犯罪行為として認識されるいじめに関しては、警察署と連携して対処する。

○ネット上のいじめへの対処

パソコンや携帯電話・スマートフォンを利用し、特定の生徒の悪口や誹謗中傷等を

インターネット上のＷｅｂサイトの掲示板に書き込んだり、メールを送ったりするな

どの方法によりいじめを行うケースも増えてきている。また、画像や個人情報を悪用

したり、流失させたりすることもあるうえ、匿名性が高いので安易にいじめが行われ

る傾向にある。このようなネット上でのいじめはパソコン・スマートフォンの管理が

保護者のもとで行われていること、機器の急速な発展により指導する側の理解が遅れ、

対応が後手に回ることも多い。ネット上でのいじめの対応についてはさらに理解が必

要である。

①トラブルの種類

・メールでのいじめ

・ブログでのいじめ

・チェーンメールでのいじめ

・非公式サイト（学校裏サイト）でのいじめ

・ツイッター、ライン等のＳＮＳから生じたいじめ

・動画共有サイトでのいじめ

②配慮事項

・匿名性が高く、安易に誹謗中傷が行われやすいことから、予防に重点を置き、全校

集会、学年集会、保護者会等で、生徒指導主事や警察署の担当職員から指導をする。

また、行政等が主催の講習を適宜開催する。
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・パソコン・スマートフォン等については、フィルタリング機能の活用や、家庭での

使い方、危険から身を守るためのルール作りを行うこと、生徒に安易に持たせない

ことを指導する。

・家庭においても、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処

ができるようにする。SNS の利用について、適切な使い方やマナーについて家庭
でも指導する。

・インターネットへのアクセスは「トラブルの入り口に立っている」との認識を持た

せ、個人情報の流失などの問題が常にあり得ることを指導する。

・インターネットを通じて行われるいじめを防止し、また効果的に対処できるように

啓発活動や情報モラル研修会等を行う。

７ いじめ問題に取り組むための組織

〇学校内の組織

①生徒指導部会

毎週月曜日３校時に、各学年の生徒指導担当者により具体的な事例の情報交換と指

導方法の確認を行う。生徒指導主事が中心となり学年全体の問題、各個人への対応

など見通しをもって指導方針を話し合う。これを常設の学校いじめ防止等対策会議

とし、構成員は校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、各学年生徒指導係、教育相

談係、養護教諭とする。また、事案に応じて関係生徒の担任、学年主任や、スクー

ルカウンセラーが入ることもある。

②生徒指導連絡会議

年に２回、全職員により生徒の問題行動や身体的問題、家庭環境等について情報交

換を行う。今後の指導の留意点についてなどの確認をする。

③学校いじめ防止等対策会議

生徒指導部会を常設の学校いじめ防止等対策会議とする。また、いじめ防止に関す

る措置の現状把握や見直し、改善を図るため、いじめアンケート（心のアンケート）

の実施後等に臨時の委員会を開催する。事案が発生した時も、臨時に会議を開催し、

他に担任や関係教員を加えて具体的な指導の方針や役割分担を行う。

〇家庭や地域、関係機関との連携

生徒指導上の緊急な問題が発生した場合は、その場で適切な措置をとるとともに教

頭に報告し、組織的な対応を図る。また問題の重要性によっては臨時の学校いじめ

防止等対策会議を開催し、校長の指示により敏速な支援体制を作り対処する。その

場合は、上記の委員に加え、民生委員、主任児童委員、ＰＴＡ会長もメンバーとし

て広く対応策を講ずる。さらに困難な場合は教育委員会や警察にも介入してもらい、

柔軟かつ最良の対応を図る。



- 7 -

８ いじめ問題に関する年間計画

行 事 等 授 業 等

４月 保護者会 学級開き、組織作り

生徒指導連絡会議① 家庭訪問

５月 １年宿泊学習

いじめアンケート(心のアンケート)①

臨時学校いじめ等対策会議

６月 ３年修学旅行 ２年職業人に学ぶ

生徒指導連絡会議②

教育相談

７月 休業前指導 Q-U 道徳WEEK（３年）
８月 福祉施設等でのボランティア活動

９月 体育祭 学活 望ましい人間関係

不安や悩みの解決

１０月 いじめアンケート(心のアンケート)② 道徳の授業

臨時学校いじめ等対策会議 4-(3)差別や偏見
夏椿祭 三者面談

１１月 学校評価アンケート 道徳WEEK（２年）
二中地区クリーン活動 道徳の授業

三者面談 2-(5)自他の尊重、寛容
１２月 人権集会 休業前指導 Q-U
１月 教育相談

２月 いじめアンケート(心のアンケート)③ 道徳WEEK（１年）
２年立志スキー学習

３年生を送る会

３月 卒業式 休業前指導

＊ 毎週、月曜日の３校時に生徒指導部会（常設学校いじめ防止等対策会議）を開催し

情報交換並びに対策等の検討を行う。

＊ こども未来プロジェクトとの関連において、小中合同の行事をもち、豊かな心を育

む。

あいさつ運動・小中音楽交流・合同クリーン活動・いじめ防止のポスター交換等
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９ 重大事態への対応

（１）重大事態の定義

ア いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認

めるとき

イ いじめにより、児童生徒が「相当の期間※」学校を欠席することを余儀なくされて

いる疑いがあると認めるとき

【いじめ防止対策推進法 第 28条】
※「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間３０日を目安とするが、児

童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、当該目安にかかわらず、

迅速に調査に着手する。

・被害生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったとき

は、学校が「いじめの重大事態とは言えない」と考えたとしても、重大事態が発生し

たものとして調査・報告等にあたる。

・重大事態は、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始するのではなく、

「疑い」が生じた段階で調査を開始する。

（２）重大事態発生時の連絡体制

①発見者→担任→学年生徒指導係・学年主任→生徒指導主事→教頭→校長

②校長→教育委員会学校教育課

・緊急時には、臨機応変に対応する。

・教育委員会には速やかに一報を入れ、改めて文書で報告する。

・必要に応じ、警察等関係機関にためらわず通報する。

（３）重大事態発生時の初動

・学校いじめ防止等対策会議を招集（状況によって第三者を加える）する。

・教育委員会学校教育課への報告と連携を図る。

・いじめの調査・事実の究明にあたる。

・警察への通報等、関係機関との連携を図る。

・状況によって第三者調査委員会を設置する。

１０ 公表・点検・評価
・ホームページで学校いじめ防止基本方針を公表する。

・年度ごとにいじめに関しての統計や分析を行い、これに基づいた対応を取る。

・年度ごとにいじめ問題への取り組みを保護者、生徒、職員で評価する。

・いじめに関する点検・評価に基づき、学校いじめ防止基本方針を見直す。


